
  「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、藤枝市の健全化判断比率及び資金

不足比率について以下のとおり公表します。

　これは平成１９年６月に公布された上記法律に基づき、毎年度、監査委員の審査に付した

上で、議会に報告し、市民の皆さんに公表することとなりました。

　本市の平成１９年度決算に基づく健全化判断比率等はいずれも早期健全化基準等を

下回っています。

※早期健全化基準とは

　健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合は、「財政健全化計画」

を議会の議決を経て定め、市民へ速やかに公表するとともに、県知事への報告をします。

毎年度実施状況を議会に報告し、公表します。また状況に応じて県知事からの勧告を受けます。

　資金不足比率も同様に”経営健全化基準”があり、２０％を超えると、「経営健全化計画」

を定めなくてはなりません。

１．健全化判断比率

(単位:％）

備考

　１　実質赤字額又は連結赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、

　　「－」と記載しています。

　２　括弧内の数値は、本市における早期健全化基準です。

２．資金不足比率

備考

　１　資金不足額がない場合又は資金不足比率が算定されない場合は、「－」と記載しています。
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特別会計の名称

　　病院事業会計

  　水道事業会計

　　簡易水道事業特別会計

　　公共下水道事業特別会計

　　農業集落排水事業特別会計
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健全化判断比率及び資金不足比率の状況について

実質赤字比率



公表した各指標の算定方法の概要は以下のとおりです。 

 

実質赤字比率 

…一般会計等の赤字が標準財政規模に占める割合を示す指数であり、財政規模に応じて早期健全

化基準は11.25～15.00％（当市は12.20％） 

 

＜計算式＞ 

 

実質赤字比率＝                 ＝△6.12%（黒字）→（－） 

 

 

一般会計等の実質赤字額… 一般会計及び土地取得特別会計の実質赤字の額 

※実質赤字額とは繰上充用額や支払繰延額、事業繰越額の合計を指し、当市では黒字であるため実質赤字はありま

せん 

標準財政規模… 地方公共団体の一般財源の標準的な規模を表すもので、標準税収入額、普通交付税及び臨時財

政対策債の合計額 

 

 

 

連結実質赤字比率 

…実質赤字比率を藤枝市全ての会計（特別会計・企業会計含む）で算出した場合における割合を

示す指数であり、財政規模に応じて早期健全化基準は16.25～20.00％（当市は17.20％） 

 

＜計算式＞ 

 

連結実質赤字比率＝               ＝△8.34%（黒字）→（－） 

 

 

連結実質赤字額…全ての会計の赤字額・黒字額、又は資金不足額・剰余額を合算した場合において赤字とな

る額で、当市では病院事業が資金不足（約３億６千７百万円）となるものの、全会計で計算す

ると黒字となり同比率では（－）表示となります。 

 

一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 

連結実質赤字額 

標準財政規模 



 

実質公債費比率 

…公債費の財政負担の程度（公債費や公営企業債に対する繰出金や債務負担、他団体等への支出

における公債費相当額などを含めた実質的な公債費相当額）を示す指数の平成１７～１９年度

の３カ年平均値であり、早期健全化基準は25％ 

 

＜計算式＞ 

 

実質公債費比率＝                              ＝16.8% 

 

      

 

             

 

地方債元利償還金… 一般会計等における地方債の元利償還金 

準元利償還金… 他会計への繰出しや負担金等のうち地方債の償還の財源に充てられたと認められる金額として算

出された①～③の合計 

①他会計関係… 一般会計等から一般会計等以外の特別会計（病院・下水道・簡易水道・農業集落排水）への繰

出金のうち、地方債の償還の財源に充てたと認められるもの。 

②他団体関係… 一部事務組合等への負担金・補助金のうち、組合等（志太広域事務組合・駿園学園管理組合、

静岡県大井川広域水道事業団）が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの。 

③債務負担行為など… 債務負担行為に基づく支出（団体営土地改良事業償還金、公立学校建設費の公団立替 

償還金、大井川寮）のうち公債費に準じるもの 

 特定財源… 地方債元利償還金又は準元利償還金に充当したと認められる財源（都市計画税、公営住宅使用料等）

です。なお、今回の算定から都市計画税が特定財源として認められたため比率は改善しております。 

 元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額… 

 普通交付税算定において、公債費や事業費補正等として、基準財政需要額に算入された額です。 

 

 

（地方債元利償還金＋準元利償還金）－ 

（特定財源＋地方債元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－地方債元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

（３ヶ年平均） 

H17=17.25%  H18=16.87%  H19=16.33% 



 

将来負担比率 

…普通会計・特別会計・第三セクター等を含めた債務負担や赤字額の合計が標準財政規模に占め

る割合で、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標であ

り、早期健全化基準は350.0％ 

 

＜計算式＞ 

 

 

将来負担比率＝                          ＝144.4% 

 
 
 
 

 

将来負担額… ①から⑧までの合計額です。 

①一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 

②債務負担行為に基づく支出予定額 

③一般会計等以外の会計（病院・下水道・簡易水道・農業集落排水）の地方債の元金償還に充てる一般会計等か

らの負担見込額 

④一部事務組合等（志太広域事務組合、駿園学園管理組合、静岡県大井川広域水道事業団）の地方債の元金償

還に充てる一般会計等からの負担見込額。 

⑤退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額 

⑥設立法人等の負債のうち、当該法人の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 

⑦連結実質赤字額→当市は該当無し 

⑧組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額→当市は該当無し 

 

充当可能基金額… 上記①から⑦までの負担見込額等に充てることができる地方自治法に定められた基金です。 

特定財源見込額… 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高に対して将来的に充当することが見

込まれる特定財源で、実質公債費比率算定の際に用いた特定財源などです。 

基準財政需要額算入見込額… 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高に対して将来的に普通

交付税算定時に基準財政需要額に算入されることが見込まれる額です。 

  

 

 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額 

＋元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入見込額） 

標準財政規模－ 

元利・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 



 

資金不足比率 

…公営企業ごとの資金の不足額が事業の規模に対してどの程度の割合になるかを示す指標であり、

早期健全化基準は20％ 

 

＜計算式＞ 

                        

資金不足比率＝               ＝ 病院事業のみ 3.5％ 

                         

※水道事業、簡易水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業は資金不足無し 

 

資金の不足額…①、②により算定した額です。 

①資金の不足額(法適用企業)＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の

現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 

②資金の不足額(法非適用企業)＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に

充てるために起こした地方債現在高）－解消可能資金不足額 

※ 解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情が 
ある場合において、資金の不足額から控除する一定の額 

 

事業の規模 ①、②により算定した額です。 

①事業の規模(法適用企業)＝営業収益の額－受託工事収益の額 

②事業の規模(法非適用企業)＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

 

※病院事業については、“資金の不足額”の３億６千７百万円を“事業の規模”の１０２億３千７百万円で割った比

率となる。 

資金の不足額 

事業の規模 



  「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下、「法」）により、藤枝市の健全化判断比率

について以下のとおり公表します。

　これは先に公表した上記比率が平成１９年度の藤枝市決算に基づく数値であるため、それに

平成１９年度の岡部町決算数値を合算して求めた比率を公表することが「法」により義務付けら

れているためです。

　なお、新市の平成１９年度決算に基づく健全化判断比率についても、いずれも早期健全

化基準を下回っています。

※早期健全化基準とは

　健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合は、「財政健全化計画」を議会の議決を経て定め、

市民へ速やかに公表し、県知事への報告をします。

毎年度実施状況を議会に報告し、公表します。また状況に応じて県知事からの勧告を受けます。

１．健全化判断比率対比表（対比は新市と旧藤枝市との対比）

(単位:％）

対
比

備考

　１　実質赤字額又は連結赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、

　　「－」と記載しています。

　２　括弧内の数値は、本市における早期健全化基準です。

　３　算定方法は旧藤枝市分（２Ｐ～５Ｐ参照）に旧岡部町分を合算して算定しております。
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